
 

＜答弁＞ 

 道路の危険箇所については、主に日常的に実施している道路パトロールや、   

通報アプリや電話などによる市民からの通報に加え、橋梁や舗装など道路ストックの

定期点検により把握するようにしています。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 産学官の連携などによる予防型交通安全対策につきましては、今年度、当課が所管

する GIS、デジタル地図情報を有効活用するため、民間事業者等と協働して地域の  

課 題 の 解 決 に 向 け て 、 創 造 改 革 課 が 実 施 し て い る プ ロ ジ ェ ク ト 、         

アーバンイノベーション豊中に参加し、「道路情報が詰まった GIS データをもっと  

活用し、安全安心なまちづくりに活かしたい！」をテーマに民間事業者の募集を  

行いました。選考の結果、民間車両のドライブレコーダの画像を用いたサービスを 

提供する株式会社アーバンエックステクノロジーズと実証実験を進める予定と  

しており、舗装の損傷や区画線が薄くなった箇所など、道路の不具合に関して   

どのような情報が取得可能か、又、GIS と組み合わせて、有効な活用が可能か検討を

進めてまいりたいと考えております。 

 

 



 

 

 

＜答弁＞ 

 初めに、道路損傷通報アプリは、平成２９年１０月から道路に関する試験運用を 

開始し、平成３１年４月からは道路のほか、水路、公園、ごみ、水道に関して本格   

運用を行っており、通報件数については、平成２９年度１３５件、３０年度３６５件、

令和元年度４５５件、２年度４３８件となっております。 

 次に、通報内容で多いものについては、令和２年度では舗装が６５件、路面標示が

５３件、柵・車止め等が３６件となっており、道路以外では公園に関するものが   

５２件、ごみに関するものが３０件になっております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 課題としましては、新規利用者数が増加していないことであり、今後、ホーム   

ページや SNS 等さらなる PR を行ってまいりたいと考えております。 

 

 



 

 

 

＜答弁＞ 

 昨年度末までに自転車通行空間を整備した路線についてですが、平成２７年度から

２８年度にかけて試験的に施工した東豊中線、阪急西側北線、阪急東側線の３路線と、

「自転車ネットワーク計画」に基づき、令和元年度から２年度に整備した阪急西側 

庄内線、野田小曽根線、穂積菰江線の３路線の合計６路線になっております。 

 

 

＜答弁＞ 

 交通ルールの順守状況ですが、先程の東豊中線、阪急西側北線及び阪急東側線の 

３路線において、施工前後の自転車通行の調査を行っており、東豊中線においては、

車道を逆走する自転車が減少し、阪急西側北線及び阪急東側線においては、歩道を 

利用していた自転車が減少し、自転車通行空間を走行するようになったことから  

効果はあったものと考えております。また、野田小曽根線、阪急西側庄内線、穂積  

菰江線の３路線について朝の通勤通学時に現地を確認したところ整備した通行  

空間を走行している自転車が多く一定 交通ルールが順守されている状況です。 

 



 

 

 

＜答弁＞ 

 シェアサイクルの、昨年度の月当たりの利用回数としては、令和元年１１月の実証

実験開始時は１１２７回でしたが、令和２年４月には１９８９回、さらに年度末には

５３０４回まで増加し、実験開始時の約４．７倍となっております。 

また、月当たりの利用者数としては、令和元年１１月は３９０人でしたが、令和２年

４月には５７５人、年度末には１３５５人まで 増加し、実験開始時の約３．５倍に

なっております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 利用時間については、１５分以内約５３％、１５分～３０分の利用約１７％と  

なっており、３０分以内の利用が全体の約７割となっております。利用時間帯は、  

８時台、１７時台が最も多く全体の約９％、次いで１８時台、１９時台が約８％と  

なっており、通勤、通学時間での利用が多くなっております。また、利用区間は、   

北急緑地公園駅西、服部緑地西口間が最も多く全体の約１７％、次いで阪急曽根駅 

高架下、クリーンランド間が約１３％となっております。 

 

 

 



＜答弁＞ 

 シェアサイクルは、南北の鉄道路線から東西への移動を補完することを主な   

目的として実証実験をおこなっておりますが、移動データでは、緑地公園駅から  

曽根駅、曽根駅からクリーンランド間がよく使われており、期待通りの結果となって

おります。また、この区間については、自転車ネットワーク計画に基づき、通行   

空間の整備を令和３年度より順次行う予定としております。なお、現在ポートの  

少ない地域においても自転車の移動データが蓄積されており、今後、ポート増設   

箇所の参考としてまいりたいと考えております。 

 

 

 

 

【

 

＜答弁＞ 

 西部地域乗合タクシーにつきましては、運行しているダイヤの５割以上に予約が 

あり、利用者も１日当たり８人程度と、概ね見込みに近い状況で順調に推移して  

おります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 デマンド型乗合タクシーの効果としましては、定時定路線型と異なり、実際に  

予約がされた便に対してのみ費用が発生することから、多額の費用を要することなく、

地域の移動手段として持続可能であることが挙げられます。課題ですが、アンケート

調査した結果、「もっと近くに停留所があれば」、「朝８時台の便があれば」、「予約が

もっと便利になれば」などの意見を踏まえて、運行開始から１年が経過した令和２年



１０月には、停留所の増設、第１便のダイヤ繰り上げ、午後１便の定時定路線化、  

予約開始時間を原則２時間前まで短縮するといった４点の改善を行っており、今後も

状況を見ながら更なる改善に努めてまいります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 今後の市民の移動手段や移動方法については、アフターコロナを見据えて、   

テレワークやリモート会議などライフスタイルの変化により、移動そのものの減少が

予想されます。路線バスについては現状でコロナ前の７～８割程度しか戻って   

おりませんが、この傾向はコロナ後も続く可能性があると考えています。次に、公共

交通に対するニーズは更に多様化していくと考えられ、外出支援を目的とした新たな

交通形態について、国や各自治体の動向を注視するとともに、民間企業との連携も 

視野に入れながら、社会情勢の変化に対応できる公共交通のあり方について、今後も

検討してまいります。 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 道路予定地として管理しているものは、３４か所あり、そのうち、事業中のものが

４か所、事業着手が当面見込めないものが３０か所となっています。 



 その３０か所の内訳ですが、１０か所につきまして、緑地や植栽体としている  

ところが３か所、消防署の駐車場など無償使用しているところが５か所、民間の   

駐車場として有償使用しているところが２か所となっており、この２か所からは  

約４３０万円の歳入を得ております。 

 なお、残り２０か所につきましては、立地条件などから、利活用が出来ていない  

状況であります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 事業着手が当面見込めない３０か所のうち、２５か所については現在も道路計画が

残っており、５か所については平成２５年度の都市計画の見直しにより廃止となった

ことから、平成３０年度に用地測量を実施し、現在売却に向けた準備を進めている 

ところであります。 

 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 今回の調査は、平成２６年度に行った車道１６７キロの２回目にあたり、前回  

調査では１３５か所の異常箇所を確認しましたが、今回の調査で新たな異常箇所は 

５７か所であり、計画的に補修を行った結果、前回調査から６割程度減少しています。

また、前回調査で経過観察とした６３か所については、空洞に広がりがあったものが

１９か所あり、新たな空洞箇所５７か所も含めて、今後計画的に補修してまいります。



次に、前回調査との共通点ですが、周辺に下水道が埋設されている異常箇所に   

ついては、合流式の下水道管が敷設されている路線が５割、竣工から３０年以上を 

経過したものが７割であることを確認しております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 平成２６年度から２８年度にかけて調査を行った車道約２２１キロの幹線道路に

関する陥没件数ですが、調査前の２５年度で１１件あったものが、２６年度１１件、

２７年度６件、２８年度５件と減少していき、調査が完了した後の２９年度以降では

０件となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 過去５年間の道路陥没件数ですが、平成２８年度が７７件、平成２９年度が６７件、   

平成３０年度が６１件、令和元年度が４９件そして令和２年度が６５件で     

ございます。 

 道路陥没に至った要因については、取付管が原因であったものが全体の約７０％と

最も多く、続いてマンホールによるものが約１０％、その他本管などが約２０％と 

なっております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 具体的な効果と致しまして、ご質問にある計画に沿って取組みを行うことにより、

道路陥没件数が減少傾向となっていることから、一定の事業効果があるものと   

考えております。 

 また、都市基盤部より得られた路面下空洞調査の結果は、緊急性の高いものに  

ついては速やかな対応を行い、その他につきましても適切な対応を行っている    

ことから道路陥没の未然防止につながっていると考えております。 

 

 



 

 

＜答弁＞ 

 水道管の劣化や老朽化については、市独自の物理評価手法を導入しており、管種、

口径、内面や外面の防食状況などによって管路ごとに点数付けすることで、客観的に

評価しています。また、他の工事の掘削時や更新工事で引き上げた老朽管を直接確認

することで、状態を把握しています。これらの情報を基に、重要度や事故履歴などを

総合的に判断し優先順位を決定し、計画的な更新や維持管理を実施しています。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 ご質問の AI 技術による劣化予測について、承知しております。本市としては   

管路の物理的評価および直接的な状態把握により、老朽管の適切な更新時期や維持 

管理の水準を確保できているものと考えます。劣化予測などへの AI 技術活用につい

ては、今後も引き続き、最新の動向を注視しながら、必要に応じて調査検討を行い、

効率的な管路更新に取り組んでまいります。 

 

 



 

 

 

＜答弁＞ 

 昨年度の雇用形態ごとの定数と年度当初における実人員数は、常勤職員２５９人に

対して２５８人、再任用職員は２７人に対して１２人、会計年度任用職員は１３人に

対して１３人となっており、それぞれの欠員は臨時会計年度任用職員や会計年度任用

職員を配置することで対応している。 

 ここ数年の状況は、令和元年度で常勤職員２５９人に対して２５８人、再任用  

職員は３３人に対して１７人、会計年度任用職員は１３人に対して１３人、平成   

３０年度で常勤職員２６１人に対して２５５人、再任用職員は３６人に対して２２人、

一般職非常勤職員は１４人に対して１３人。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 欠員が生じていることを受けて、再任用職域から会計年度任用職域への変更を  

行うとともに、業務の委託化等により再任用職員枠の見直しを行い、業務の継続を 

図ってきた。 

 

 



 

 

 

＜答弁＞ 

 水需要の減少や小口化の進行により、水道料金・下水道使用料収入の減少は、   

今後も続くと見込んでおります。一方、事業経営に必要な経費は、減価償却費や   

人件費などの固定費が多くを占めており、費用を大幅に抑制していくことは難しい 

状況にあります。長らくの間、このような傾向が続いており、今後も経営環境が   

厳しい状況に変わりはないと考えております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 財政を安定化させるために、投資額の平準化や広域連携の調査・検討のほか、料金・

使用料体系の検討を行いました。広域連携の調査・検討では、隣接する吹田市と   

柿ノ木配水場を共同利用することについて、手続きを進めております。適正な料金・

使用料体系の検討にあたっては、令和９年度までの経営シミュレーションを更新   

すると共に、将来的な料金・使用料改定に備えて、「水道料金・下水道使用料算定の

手引き」の作成に着手致しました。 

 



＜答弁＞ 

 直近の改定は、平成２２年度で、大阪広域水道企業団の受水単価値下げを機に、  

水道料金・下水道使用料を値下げ致しました。値上げ改定については、水道料金が  

平成１３年度、下水道使用料が平成１６年度に行っております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 料金回収率や経費回収率が１００％を下回るということは、収益の根幹となる  

料金や使用料以外の収入で賄うことになり、経営面からは不安定な状況と考えて  

おります。ただし、現時点では、料金回収率や経費回収率は、おおむね１００％で  

推移していることや、両事業共に黒字を確保していることから、ただちに料金・    

使用料を改定する必要はないと考えています。 

 

 

 

 

＜答弁＞ 

 自己資本構成比率を向上させるためには、企業債に頼らない経営を考えていく  

必要があることから、引き続き、適正な充当率について検討を行ってまいります。  

流動比率については、水道事業・下水道事業共に増加傾向にあり、今すぐに資金   



繰りが悪化することはありませんが、理想とされる２００％とは乖離している   

ことから、引き続き財源のバランスを注視していきたいと考えています。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 令和２年度に行った経営シミュレーションでは、水道事業では、令和５年度に  

純損失に転じ、令和７年度には資金剰余額が不足する見通しです。下水道事業では、

令和８年度に純損失に転じるものの、資金剰余額が不足するまでには至らない   

見通しです。なお、令和２年度の実績を踏まえますと、経営シミュレーションより  

好転しているため、純損失が発生する年度や、資金剰余額が不足する年度は、経営  

シミュレーションよりも先送りになると考えております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 投資額の平準化とあわせて、企業債残高を適正に管理すると共に、広域化や民間 

資源の活用を図るなど、引き続き、効率的な経営を推進いたします。その上で、   

水需要の減少に伴う収入減少に耐えうるような、適正な水道料金・下水道使用料の 

水準や体系について、検討を進めて参ります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 令和２年度末時点での市営住宅の団地数及び管理戸数は、２７団地２３８９戸で 

ございます。 

  

 

 

＜答弁＞ 

 市営住宅の現在の管理戸数は２３８９戸ですが、豊中市営住宅長寿命化計画に  

おいて、令和２２年度末の目標管理戸数を２０４０戸としております。市営住宅の 

維持修繕に係るコストは、平成２９年度に実施した施設診断の結果から、長寿命化 

計画の計画期間内で約１８８億円が必要と試算しております。加えて、市営住宅の 

４５％が昭和４０～５０年代に建設されており、これらの住宅が令和１８年度以降、

順次法定耐用年限である築７０年を経過するため、耐用年限を待って建替えした  

場合は、建替えコストが集中する見込みです。 

 このため、今後は建替え事業の前倒しにより建替えにかかるコストの平準化を  

図ると共に、効率的な計画修繕を行い、維持修繕コストの削減を図ってまいります。 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 昨年度実施した住宅ストック基礎調査の主な状況ですが、住戸数が世帯数を約２万

６０００戸上回っており、空き家率としては１５．３％と、５年前より増加して   

おります。また、本市の住戸数の約２割を占めるマンションの内、築４０年を超える

高経年マンションが、平成３０年度には約６７００戸ある、１０年後には約２倍、  

２０年後には約３倍に増加することが想定されているなどの状況が見受けられます。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 住宅ストック基礎調査による空き家の現状と致しましては、約３万戸の空き家の内、

約７１％は賃貸、売却用の空き家であり、これらの空き家は不動産市場で一定流通 

しているものと捉えております。また、転勤、入院などで居住世帯が不在となって  

いる空き家や取り壊す予定の空き家など、市場に流通していない空き家は、その他の

空き家と分類されており、これらの空き家は空き家全体の約２６％を占めております。

また、課題としては、その他の空き家の内、約３０００戸に腐朽、破損があり、管理

不全空き家の予備軍となる可能性が高いものと捉えております。 

 今後の取組みとしては、空き家の発生抑制については、親世代が居住中から   

退去後のことを想定し、家族で事前に相談して頂くために、固定資産税納税通知書の

送付時にチラシを同封することや、不動産事業者団体をはじめとした各種団体と  

連携した相談会やセミナーなどを実施してまいります。また、空き家になって   

しまった場合につきましても、管理不全化を防ぐため、適正に維持管理して頂くため、

指導・助言や除却制度のご案内、空き家情報提供事業の取組みなど、継続して    

実施してまいります。 

 

 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 路上喫煙禁止区域において令和２年度の巡回指導回数ですが、豊中駅で２５回、 

千里中央駅で２６回、庄内駅で２５回の合計７６回の啓発活動を実施し、豊中駅で 

３８人、千里中央駅で９０人、庄内駅で３９人の合計１６７人に口頭指導致しました。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 屋外分煙所周辺での喫煙者につきましては、まずは、お声がけし、たばこを消す  

又は分煙所内で喫煙して頂くよう促しています。それでも、従わない喫煙者に   

対しては過料も必要と考えています。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 これまでも、口頭指導を行うことで是正して頂いており、現時点で、取り締まりの

強化までは考えておりませんが、条例の主旨をご理解頂けるよう引き続き、周知  

啓発活動に取り組んでまいります。 

 

 



 

＜答弁＞ 

 昨年度の実績から原価を計算しますと、事業費約１７００万円に対し、製造量が 

７６トンであったことから、１㎏あたり約２２０円となりますが、堆肥化せずに  

焼却した場合には必要となる約６００万円の費用削減を考慮すると、１㎏あたり  

約１４０円となります。 

 次に、販売価格につきましては、３㎏で１５０円、１０㎏で２５０円、出張頒布に

つきましては、１０㎏を４００円としております。 

 販売価格の設定にあたりましては、広く市民等への資源循環の啓発を行うことを 

目的に、庁内関係部局及び協働関係にある市民団体とで構成する「緑と食品の    

リサイクルプラザ推進連絡会」において、市場価格などを参考に設定しているもので 

ございます。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 繰り返しにはなりますが、生ごみ・剪定枝堆肥化事業につきましては、市民との  

協働による循環型社会づくりを推進していく上で、行政の率先した取組みとして  

基幹となる事業であり、価格設定にあたっては、広く市民等への資源循環の啓発を 

行うことを目的に、庁内関係部局及び協働関係にある市民団体とで構成する「緑と 

食品のリサイクルプラザ推進連絡会」において、市場価格などを参考に安価な設定に

しております。 

 

 



＜答弁＞ 

 令和元年１０月に、消費税の増税など社会情勢の変化を踏まえ、「とよっぴー」の

販売価格を見直しております。３㎏入り１００円を１５０円に、１０㎏入り２００円

を２５０円に、変更すると共に、より市民の皆さんにご利用いただきやすいように 

２．５㎏入り、６kg 入り、農業菜園用の３００㎏の販売を廃止し、新たに出張    

頒布として１０㎏入り４００円を新設しております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 当事業の実施にあたり、コストの観点も重要と考えており、これまでも事業費の 

縮減を主眼とした堆肥化機械の更新や、製造・啓発業務の委託化等による、人員   

体制の見直しにも 取り組んでまいりました。その後におきましても、学校給食の 

残渣などの生ごみの脱水や、パン粉砕の委託費の縮減、施設における証明の LED 化、

下水処理水の利用など、常に経費の縮減も意識し、事業に取り組んでおります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 剪定枝のチップ化につきましては、剪定枝の一部をごみとして焼却するのではなく、

チップ化し、リサイクル出来ることを広く PR し循環型社会を推進することを目的と

した事業であることから、本市は、そのチップを堆肥として再資源化し、その堆肥、

いわゆる「とよっぴー」を 活用して市民団体と協働で資源循環の啓発や環境学習等

を行うことで、循環型社会づくりを推進していくものと考えております。 

 次に、クリーンランドでの剪定枝チップ化事業の製造コストについてでござい  

ますが、昨年度実績で、チップ１トン当たりの製造経費は、概ね８２０００円です。 

 

 



 

 

＜答弁＞ 

 生ごみ・剪定枝堆肥化事業は、いわゆる食品リサイクル法や資源有効利用促進法 

などに定められた理念に則り、行政の率先した取組みとして、学校給食の調理くずや

食べ残しと、街路樹等の剪定枝の一部を焼却処分せずに、市が堆肥を製造し、    

その堆肥、いわゆる「とよっぴー」を活用して市民団体が資源循環の啓発や、環境  

学習等を行うことで、循環型社会づくりを推進することを目的として実施している 

ものです。 

 「とよっぴー」を使用した農体験等の環境学習の実施や、農家と連携し、     

「とよっぴー」を使用して栽培した野菜等の学校給食等への提供や販売を通じて、  

「食の循環の輪」の構築と地産地消を推進するとともに、学校給食の残渣を利用する

ことで、食育にも寄与するものと考えております。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 剪定枝のチップ化につきましては、豊中市伊丹市クリーンランドにおいて、   

スリーアールの推進とあわせて環境学習機能の充実を特徴とした施設計画の一つと

して取り組まれており、両市の公園などから出る剪定枝の一部をごみとして焼却する

のではなく、チップ化し、土壌改良材としてリサイクル出来ることを広く PR して  

いくことを目的に着手された事業です。 

 処理方法によりコスト差は生じますが、豊中市と伊丹市、クリーンランドの三者 

共同による堆肥活用事業を通じた環境学習事業として有意な取組みであると認識 

しております。 

 生ごみ・剪定枝堆肥化事業につきましては、これまでも経費削減に努めて    

まいりましたが、今後も社会経済情勢の変化なども踏まえ、市民の皆様の負担軽減を

常に意識しながら事業を展開してまいります。 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う、小学校の臨時休校や分散登校による、

給食実施日や製造量の減少に伴い、学校給食の残渣などの、生ごみ運搬業務に係る 

費用の減少が、主な要因となっております。 

 

 

 

 



 

＜答弁＞ 

 可燃ごみとして排出されたプラスチックごみの量は正確にはわかりませんが、令和

元年度に実施した家庭系ごみ排出実態調査結果によれば可燃ごみの１１．７２％が 

プラスチック類であったことから、約６７９９トンと見込まれます。令和２年度に 

本市からクリーンランドに搬入したプラスチック製容器包装の量は、重量ベースで 

申し上げますと３６５０．４トンです。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 プラスチック製容器包装については、容器包装リサイクル法に基づく再商品化  

ルートが確立していることから、豊中市では分別収集の対象としています。なお、  

令和４年４月に施行予定の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に

よりますと、プラスチック製容器包装以外のプラスチック使用製品についても、容器

包装リサイクル法ルートを活用した再商品化が可能となったことから、今後は全国的

にもプラスチック使用製品全般について分別の対象となることが見込まれます。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 容器包装リサイクル法は、消費者・市町村・事業者の３者一体となって容器包装  

廃棄物の削減に取り組むことを義務付けています。本市としては、リサイクルの  

促進等により、廃棄物の減量化を図ると共に、資源の有効利用を図るという法の   



趣旨に基づき、市町村の責務として分別収集・分別排出の徹底を進めると共に、   

事業者・市民と連携し、排出抑制を促進してまいります。 

 

 

 

＜答弁＞ 

 プラスチック製容器包装の分別方法によるリサイクルの方が、焼却処理して   

サーマルリサイクルするよりも環境負荷の軽減になっているのかというご質問に  

対して、お答えします。 

 環境省が平成２１年度に公表した「プラスチック製容器包装の再商品化に伴う  

環境負荷の削減効果について」によりますと、プラスチック製容器包装を分別・   

リサイクルした場合の CO2 排出量はごみ１トンあたり１．６８トンであり、分別  

せずに高効率焼却発電を行った場合の CO2 排出量は１トンあたり１．８２トン   

でした。 

 

 



 

＜答弁＞ 

 各自治体において個別の施策に差異があることは承知していますが、地球温暖化 

対策というテーマに NATS の４市が連携して取り組むことには大きな意義があると 

考えております。 

 おのおのの市の施策や独自性は尊重しつつ、府県を越えて広域に事業展開する  

ことで、課題解決に取り組んでまいります。 

 

 



 

 

 

＜答弁＞ 

 令和元年７月に、全国の政令指定都市及び中核市の計７７の自治体を対象にディス

ポーザの設置補助制度に関する調査を行い、６４団体から回答があり、そのうち、  

６市がディスポーザの設置補助事業を実施しており、補助額は設置費用等の１/３～

１/２で、限度額は１万円～５万円でした。また、過去３年間の補助事業申請件数は、

１市の１件だけで５市では全く申請がありませんでした。ディスポーザには、   

生ごみを細かく粉砕して水と一緒に下水道へ排水する直接投入型と生物処理や機械

処理を行う排水処理システムがあります。補助事業を実施している６市では、設置 

出来るディスポーザの種類を排水処理システムに限定しており、下水道への影響が 

ある直接投入型は認めておりません。排水処理システムは生物処理又は機械処理を 

行うため、直接投入型に比べ設置費用が高額で維持管理経費がかかることや処理槽の

設置スペースなど必要となることが、補助があっても設置が進まない理由と推測  

されます。本市も同様に、設置出来るディスポーザは排水処理システムに限定して 

いるため、補助制度の事業効果は低いものと考えます。 

 

 


